
－福知山河川国道事務所－

〇綾部市防災パトロールに参加しました。この取組は、綾部市
の主催により毎年出水期前に行われています。

〇出水時に危険が予想される箇所において、綾部市の防災関係
機関が合同でパトロールを実施し、危険箇所の災害想定と対
策の共有を行い、各機関の連携強化を図りました。

【問い合わせ先】
国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 流域治水課
〒620－0875 福知山市堀2459-14 TEL 0773-22-5104（代表）

綾部市内の危険箇所の現地確認を行いました
～令和6年度綾部市防災パトロールに参加～

R6.5.27

位置図 京都府綾部市
【由良川流域】

防災パトロールの様子

由良川右岸49.59k（※）地点（綾部市位田町地内）

〇福知山河川国道事務所
〇京都府（危険箇所の説明）

法面対策工事実施箇所（綾部市睦寄町地内）

◯日 時：令和6年5月27日（月）13時15分～16時00分
◯説 明：国)浸水危険箇所（綾部市位田町地内 由良川右岸49.59k（※）地点）

府)法面対策工事箇所（綾部市睦寄町地内）、土砂災害危険箇所（綾部市篠田町地内）
◯主 催：綾部市
◯参加者：綾部市、京都府中丹広域振興局、京都府中丹東土木事務所、

陸上自衛隊第7普通科連隊、綾部警察署、綾部市消防本部、福知山河川国道事務所
（合計7機関24名）

～河道掘削のイメージ～

河道掘削を行い、河積拡大を推進することで、堤
防からの越水等を回避し、流域における浸水被害
軽減を図ることができます。

ここは、連続する堤防区間において、1番流下能力

が低い地点となります。現在、下流の河道掘削を
行い、流下能力の向上を図っています。

土木災害危険箇所（綾部市篠田町地内）

令和5年8月台風第7号の影響により、
土砂及び流木の流出被害がありました。
対策として治山ダムを施工しています。

落石等斜面の小崩壊を防ぐため、
法面対策工事箇所を拡大します。

（危険箇所及び河道掘削の事業説明）

※6/10掲載時、地点が45.59kと誤っていたため、6/12に49.59kに修正させて頂きました。
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